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全国労働組合生産性会議（全労生） 

「労使協議制の現状と展望に関する調査」結果報告 
 

はじめに 

コロナ後の成長に向け、日本の産業、社会はどうあるべきか、働く場、産業・

企業、そして社会全体での対話が重要な局面となっています。様々な対話を通じ

て、人口減少など構造的な課題や新たな困難を克服し、安心して働き、暮らすこ

とができる持続可能な社会を目指していくことが求められています。 

こうした状況下において、将来への希望と進歩への確信のもと、生産性運動三

原則（「雇用の維持・拡大」「労使の協力と協議」「成果の公正分配」）を基本指針

に、付加価値の創出による生産性向上を一層進めていかなければなりません。 

とりわけ、労使が対等に相互理解・信頼のもと対話(団体交渉・労使協議 等)

することは、不変の条件と考えます。 

生産性課題をはじめ、時代毎の様々な課題に対し、労使は協議を通じて、協力

的に取り組み、実効的で納得性の高い解決を導いてきました。変革期の今こそ、

その数多くの実績と、労使協議という資産の価値を改めて確認することが必要

です。労使自治の要である労使協議によって、「経営」と「現場」との架け橋と

も言うべき対話が活発に行われ、これからの働く場・企業・産業・社会を如何に

構築していくかが問われています。われわれ労働組合としては、職場の実態を正

確に掴むことが不可欠であり、職場との意思疎通ができているか、働く者の生の

声を踏まえた労使の協議が行われているか、常に振り返ることが必要です。 

こうした問題意識のもと、労働組合の立場から生産性運動を推進している全

国労働組合生産性会議（全労生）では、労使双方のリーダーに対して労使協議制

に関するアンケートを実施し、1200 件を超える大企業から中小企業まで幅広い

規模の労使から回答を得ました。 

貴重なアンケートの結果から以下の 8 つの点に着目し、調査結果を示したう

えで労使協議の向上と拡充にむけた提言を行います。 
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「労使協議制の現状と展望に関する調査」調査概要 

（１） 調査項目 

  労使協議の実態・効果、労働組合の影響力・役割に対する認識、労使関係の変化、 

企業グループ、産業レベルの労使協議、新型コロナウィルス感染拡大対応等（25問） 

（２） 調査対象 

【組合】全労生構成組織の産別加盟の企業別労組 約 1,600 組織（委員長宛） 

【企業】上記、企業別労組が属す企業 1,600 社（人事労務担当役員宛） 

（３）回収方法 

【組合】全労生構成組織（26組織）を通じて、企業別労組へ調査票を送付。 

【企業】上記企業別労組を経由し、カウンターパートである人事担当役員へ回答依

頼をいただいた。 

（４）実施期間 2020 年 12 月 19 日～2021 年 2月 19 日 

（５）有効回答数 

  【組合】740 件（回収率：約 46.2％。内訳：郵送 303 件、Web 437 件） 

  【企業】500 件（回収率：約 31.2％。内訳：郵送 210 件、Web 290 件） 

（６）回答者属性（従業員規模（正社員数）） 

300 人以下／301～1000 人／1001～3000 人／3001 人以上 

【組合】   26.2％     31.1％    24.2％   18.6％ 

【企業】   27.3％     34.2％    19.8％   18.8％ 

(※本調査報告（全体版）は 2022 年 4 月頃に公表予定です。) 

 

１ 労使協議の実施状況：定期的なものに加え、必要に応じて実施すべき 

１-１ 労使協議の実施は定期的、不定期か／頻度（組合、問２） 

○ 労使協議の実施は定期的か、不定期か：「定期」や、「必要に応じて」のみが

2割、中小企業では半数を占める。 

 

 定期的なものと必要に応じての実施を併せる開催頻度があって、労使の

信頼関係が醸成され、タイムリーな活動ができます。 

 収益状況などは決算期に合わせ、（定期的に）必ず行うことが重要です。 
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２ 重要な経営情報の取り扱い：早い段階での共有は労使の信頼関係に不可欠 

２-１ 企業の合併や事業の売却などに関する重要な経営情報を、労使協議にお

いて取り扱う際、どのタイミングが最もふさわしいか（組合／企業、問 10） 

○ 重要な経営情報を扱うタイミング：組合は「検討段階に説明が欲しい」のに

対し、特に大企業で「正式発表直前・直後」が約 1／4に上る。 

  

 

 重要案件であるほど雇用や労働条件に関わるケースも多くなることが想定

されます。その場合、正式発表後すぐに従業員が組合に問い合わせに来る

ことは十分あり得ることであり、組合が早期に的確に、回答することが、

職場の混乱を抑えることにつながります。組合も早期に情報がもたらされ

る状況では、守秘義務などの体制を確実に作ることが必要です。 

 但し、早い段階で共有化できたとしても、重要案件であるほど、その後、当

初の検討とは大きく変わる可能性もあることを前提とすべきです。 

 重要な経営情報に関する労使協議のタイミングとして、「外部への正式発表

の直前・直後」がふさわしいとの意見は、コンプライアンス順守なりイン

サイダー情報という意識のあらわれと思われますが、インサイダーに該当

する情報においても、事前に組合に説明し、労使協議・意見交換すること

は、法律に抵触するものではないことを労使で共有化することが必要です。 

【組合】 

【企業】 
8.9％ 

 

4.9％ 

 

4.2％ 

 

5.6％ 
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３ 労使協議事項：多様な働く人々が活き活きと活躍できる環境整備を 

３-１ 労使協議でどのような効果を上げているか（問８） 

○ 「男女共同参画推進の機会の拡大」における効果への評価は低い。 
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労使間のトラブルが事前に回避されるようになった

組合幹部との意思疎通がよくなった

労使の協力により労働条件が向上した

組合が生産性向上に関心と理解をしめすようになった

ＣＳＲやコンプライアンスに対する労使の意識が高まってきた

ハラスメント、いじめの防止など社内倫理が徹底されるようになった

ワークライフバランスに関する施策が導入されるようになった

組合の提案・提言が生産性向上に生かされるようになった

経営の諸施策の実施が円滑になった

企業運営が民主的に行われるようになった

従業員の不満が早めに解決されるため、苦情が少なくなった

職場内のコミュニケーションがよくなった

男女平等参画推進の機会が拡がった

一般従業員が会社の運営に関心をもつようになった

従業員の仕事に対する満足感が高まった

職場において従業員の発言力が増大した

経営のスピードが上がった

労使協議で効果をあげている事項（組合、問8、 n=740）

大きな効果をあげている 一応の効果をあげている あまり効果をあげていない 効果をあげていない 無 回 答
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組合幹部との意思疎通がよくなった

労使間のトラブルが事前に回避されるようになった

労使の協力により労働条件が向上した

組合が生産性向上に関心と理解をしめすようになった

経営の諸施策の実施が円滑になった

ハラスメント、いじめの防止など社内倫理が徹底されるようになった

従業員の不満が早めに解決されるため、苦情が少なくなった

ワークライフバランスに関する施策が導入されるようになった

ＣＳＲやコンプライアンスに対する労使の意識が高まってきた

組合の提案・提言が生産性向上に生かされるようになった

企業運営が民主的に行われるようになった

職場内のコミュニケーションがよくなった

一般従業員が会社の運営に関心をもつようになった

従業員の仕事に対する満足感が高まった

男女平等参画推進の機会が拡がった

職場において従業員の発言力が増大した

経営のスピードが上がった

労使協議で効果を上げている事項（企業、問8、 n=500）

大きな効果をあげている 一応の効果をあげている あまり効果をあげていない 効果をあげていない 無 回 答
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３-２ 非正規雇用労働者（パート、契約、嘱託、アルバイトなど。派遣や業

務委託を除く）に関係する事項を労使協議で取り上げることはあるか（組合、

問 13） 

○ 非正規雇用労働者に関する事項を取り上げることは「まったくない」：「３

００人以下」「製造業」で約３割。 

 
 
 

３-３ 労使関係に対する考え方（組合：問 20、企業：問 19） 

○ 「働き方やニーズが多様化しているため労使協議の重要性は高まる」大企

業の労働組合で強い肯定「そう思う」８割強、企業（６割弱）よりも強い

期待感。 

 

 多様性への対応こそ労使で共に取り組み、包摂的な職場づくりに効果を

発揮すべきです。働き方やニーズの多様化に対して、労使協議に対する

組合の期待感も高まっています。 
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４ 労使協議の実態：組合の関与度を改めて確認し、高めていくことが必要 

○ 労働組合の影響力と労使協議の実態の相違：企業の 6割以上が「組合の意見

は重要」としているものの、労使協議の関与度でみると、労働条件の中にも

協議を行っていない項目がある。 

４-１ 労働組合の企業の経営施策に対する影響力（組合：問 16、企業：問 15） 

 
 

 
４-２ 労使協議の議題になった事項についての労働組合の関与度（組合、問 5-
1（関与あり）、上位事項） 

 

 労働条件に関する案件は労使の交渉・協議を行い、「事後報告」や「意見

を聞かない事前説明」とならない進め方が必要です。また、「安全衛生」

に関しては労働安全衛生法を順守し、組合として関与することが必要で

す。 
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５ 労働組合役員に期待する役割：労使が持つ認識の違いを共有化しよう 

５-１ 今後、労働組合役員はどのような役割を果たすべきか（組合：問 18、
企業：問 17） 

○ 労使が求める組合役員の役割の相違：企業側が重要視しているのは「協議案

件に関して組合員の意見をまとめる」「経営の考えを正確に伝える」ことで

ある。 

【組合】    【企業】 

  

 組合は「労働組合の立場や組合員の視点に徹し経営者に発言すること」

が組合役員の役割とする一方、企業は「経営の立場を理解し、考えを正

確に組合員に伝えること」を期待しています。このことを労使で共通認

識を持つことによって、労使協議は進化します。 
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６ 労働組合の果たすべき役割：経営施策に対する役割を自負しよう 

６-１ 労使関係に対する考え方「労使協議が経営の意思決定のスピード化に

支障きたす恐れがある」（組合：問 20、企業：問 19） 

○ 組合側の 2割が「労使協議が経営の意思決定のスピード化に支障をきたす

恐れがある」としているが、企業側でさえ 75％が「おそれはない」と捉え

ている。 

 

 経営施策に関して、職場(現場)の視点で提言を行い、その施策をより良

いものとすることが、実効性を高めることにつながります。このことが

後々のトラブル回避にもつながり、逆にスピード化につながるという考

えを組合自身が自負することが重要です。 
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７ 労使の信頼関係：今こそ再確認すべき 

 

７-１ 10 年前と比べて、貴社の労使間の信頼関係はどう変化したか（組合：問

21、企業：問 20） 

○ 労使信頼関係の変遷への受け止め：企業側はさほど感じていないものの、組

合側の約 1 割が「薄くなった」と感じている。 

【組合】     【企業】 

   

 労使の信頼関係が労使協議制の根幹であることから、労使の信頼関係が

「薄くなった」と感じている組合は、その原因を調査するとともに企業と

も話し合い、信頼関係を回復する必要があります。 
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８ 変革期の労使協議：個別労使を超え、新たな段階へ 

 
８-１ 今後、企業グループでの労使協議の重要性は高まると考えるか（組

合：問 23-2、企業：問 22-2） 

○ 企業グループの重要性では労使共に高まると認識。 

 

 

 

８-２ 今後、産業レベルの労使協議の重要性は高まると考えるか（組合：問 24-

1、企業：問 23-1） 

○ 組合側は肯定的、企業側は否定的な評価。 

 

 

 

 変革期(デジタル化・第 4 次産業革命・カーボンニュートラル等)に対応

するために、個別労使を超えたあらゆる規模(企業・グループ企業・産

業・業種など)での労使協議の拡充が必要です。 

 企業グループに関しては資本（外資）・企業形態（ホールディング制等）

などの多様化、そして産業レベルではこれまでの産別で括れない企業体

などへの対応も必要です。 
 


